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Ⅰ 伐採、造林、保育その他森林の整備に関する基本的な事項 

 １ 森林整備の現状と課題 

  本市は神奈川県の南東部に位置し、総面積１，７２８ｈａで、地域森林計画対象民有林面積は、４

９８ｈａである。そのうちスギを主体とした人工林面積は１７５ｈａであり、人工林率は３５％で県

平均より低い値である。また、人工林は各地に分散しており施業の共同化が行いにくい状況にある。 

  しかし、森林の持つ水源のかん養、土砂の流出・崩壊防止及び生活環境の保全等の公益的機能の重

要性はますます高まってきていることから、本市においても人工林の間伐の推進及び住宅地周辺の森

林の整備を積極的に実施することとする。 

 

 ２ 森林整備の基本方針 

 （１） 地域の目指すべき森林資源の姿 

    地域森林計画で定める森林整備の考え方および本市の自然的・社会的条件を踏まえ、本市の森

林全域を「身近なみどりを継承し再生するゾーン」と区分し、市民の生活環境保全を重視した森

林資源を目指すものである。 

    具体的には、森林とのふれあい施設及びその周辺では、景観の維持向上が図られ、広葉樹の育

成や歩道等の整備などが促進された森林、野外教育や環境教育の場、健康づくりやいきがいづく

りの場、芸術や文化の場として多くの市民が利用できる森林などが本市の目指す森林資源の姿で

ある。 

 

 （２） 森林整備の基本的な考え方及び森林施業の推進方策 

    本市は昭和４９年に制定した逗子市都市宣言「青い海とみどり豊かな平和都市」にもあるよう

に、このまちの魅力として海と山の緑に代表される豊かな自然環境の存在があり、森林の整備に

あたっては、森林の有する多面的機能を総合的かつ高度に発揮させるため、各機能の充実と諸機

能間の調整を図り、適正な森林施業の実施より健全な森林資源の維持造成を図る。また、宅地と

近接している成熟した森林に対する計画的な整備が課題となっており、地域住民の森林に対する

関心の高さから公益的機能の発揮に十分留意した森林整備を促進するものとする。 

    適切な森林整備を推進していくために、県、市、森林所有者等の相互の連携をより一層密にす

るとともに、市民参加による森林の維持管理の取り組みを広げ、森林の状況に合わせた適切な管

理を進めることが重要となる。 

 

３ 森林施業の合理化に関する基本方針 

  県、市、森林所有者等で相互に連絡を密にして、地域森林計画に定める森林経営の受委託等による

森林経営規模の拡大、森林施業の共同化、林業後継者の育成等を計画的に推進するものとする。 
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Ⅱ 森林の整備に関する事項 

 第１ 森林の立木竹の伐採に関する事項（間伐に関する事項を除く。） 

  １ 立木の伐採（主伐）の標準的な方法 

   立木の伐採のうち主伐については、更新（伐採跡地（伐採により生じた無立木地）が、再び立木

地となること）を伴う伐採であり、その方法については、以下に示す皆伐又は択伐によるものを基

本とする。なお、集材に当たっては、林地の保全等を図るため、「主伐時における伐採・搬出指針の

制定について」（令和３年３月 16日付け２林整整第 1157号林野庁長官通知）を踏まえ、現地に適し

た方法により行う。 

   皆伐： 皆伐については、主伐のうち択伐以外のものとする。皆伐に当たっては、小面積かつ分

散的に行うものとし、伐採面積は２ヘクタール以下を標準とし、やむを得ない場合にあっ

ても２０ヘクタールを限度とする。 

   択伐： 択伐については、主伐のうち、伐採区域の森林を構成する立木の一部を伐採する方法で

あって、単木・帯状又は樹群を単位として伐採区域全体ではおおむね均等な割合で行うも

のであり、材積にかかる伐採率が３０％以下（伐採後の造林が植栽による場合にあっては

４０％以下）の伐採とする。 

       ただし、法令等により施業が制限されている森林については、当該法令等の定めを遵守

して行うこととする。 

 

（１） 単層林施業 

     単層林における主伐は、林地の保全に配慮し、択伐又は小面積かつ分散的な皆伐によること

を基本とし、林地の保全、落石等の防止、寒風害等の各種被害の防止及び風致の維持等のため

必要がある場合には、所要の保護樹林帯を設置すること。 

     主伐の時期は、短伐期単層林については、原則として標準伐期齢に達した時期以降に、また、

長伐期単層林については、標準伐期齢のおおむね２倍にあたる林齢以降に行うこととし、多様

な木材需要への対応、地域の森林構成等を踏まえ、伐期の多様化や長期化を積極的に図りつつ、

生産目標に応じた林齢で伐採すること。 

     伐採跡地については、適格な更新を図るため、適地適木を旨として気候、土壌等の自然条件

に適合した樹種を早期に植栽すること。 

 

（２） 巨木林施業 

     巨木林における主伐は、下層植生の豊富な林齢１００年生以上の針葉樹林を目標とすること

を踏まえ、林地の保全に配慮して、択伐又は小面積かつ分散的な皆伐を行うこと。伐採跡地に

ついては、適格な更新を図るため、適地適木を旨として気候、土壌等の自然条件に適合した樹

種を早期に植栽すること。 

 

  （３） 複層林施業 

     複層林における上層木の主伐は、下層木の保護及び更新の時期、方法に留意して慎重に      

行うこととし、主伐の時期は、おおむね単層林に準ずる。 
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  （４） 混交林施業 

     混交林における針葉樹の抜き伐りは、針葉樹単層林を樹種構成が多様で階層構造が発達した

針広混交林へ誘導することを主眼としていることを踏まえ、林地の保全、野生生物との共存等

に配慮しつつ、天然下種更新の促進や、植栽する広葉樹苗木の生育のために必要な空間を確保

するために行うものとし、森林の状況や自然条件等を勘案して、単木、帯状、群状などの種類

を選択すること。 

 

  （５） 広葉樹林施業 

     広葉樹林における主伐は、樹種構成が多様で階層構造が発達し、安定した活力ある広葉樹林

を目標とすることを踏まえ、択伐又は小面積かつ分散的な皆伐を行うこととし、林地の保全、

野生生物との共存、天然下種更新又は萌芽更新の促進等に配慮して慎重に行うこと。 

 

  ２ 樹種別の立木の標準伐期齢 

 

地 域 

樹 種 

スギ ヒノキ マツ類 その他 

針葉樹 

クヌギ 

コナラ 

その他 

広葉樹 

本市全域 ４０年 ４５年 ３５年 ５０年 １０年 ２０年 

  注）標準伐期齢は、立木の伐採（主伐）の時期に関する指標であり、標準伐期齢に達した時点での

森林の伐採を義務付けるものではない。 

 

  ３ その他必要な事項 

   なし 

 

第２ 造林に関する事項 

  １ 人工造林に関する事項 

  （１） 人工造林の対象樹種 

区 分 樹 種 名 備 考 

人工造林の対象樹種 
スギ、ヒノキ、マツ、コナラ、ケヤキ、その他自然条件に

適した郷土樹種及び品質 

 

  注１）上記の樹種以外の樹種を植栽しようとする場合は、林業普及指導員又は市の林務        

担当部局とも相談の上、適切な樹種を選択する。 

  注２）スギ、ヒノキなどの針葉樹については、無花粉品種を含めた花粉症対策品種を選択する。 

 

 

 

 

 

 



4 

 

  （２） 人工造林の標準的な方法 

     ア 人工造林の樹種別及び仕立ての方法別の植栽本数 

樹 種 仕立ての方法 標準的な植栽本数（本／ha） 備 考 

ス ギ 中庸仕立て ２，５００～３，５００  

ヒノキ 中庸仕立て ２，５００～３，５００  

  注１）複層林化や混交林化を図る場合の樹下植栽については、標準的な植栽本数から下層木以外の

立木の樹冠占有面積率に応じた本数を減じた本数以上を植栽する。 

  注２）標準的な植栽本数の範囲を超えて植栽しようとする場合は、林業普及指導員又は市の林務担

当部局とも相談の上、適切な植栽本数を判断する。 

 

     イ その他の人工造林の方法 

区 分 標 準 的 な 方 法 

地ごしらえの方法 
 等高線沿いに堆積する全刈筋積を原則にする。なお、急傾斜地の崩壊の

危険性のある箇所については、生木棚積地拵を行い、林地の保全に努める。 

植付けの方法 正方形植えを原則とし、植付けは丁寧植えとする。 

植栽の時期 ４月～６月中旬に行うものとする。 

 

  （３） 伐採跡地の人工造林をすべき期間 

     伐採跡地の人工造林をすべき期間は、皆伐による伐採に係るものについては、当該伐採が終

了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して２年以内とする。また、択伐による伐採に係

るものについては、伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して５年以内とする。 

 

  ２ 天然更新に関する事項 

  （１） 天然更新の対象樹種 

区 分 樹 種 名 備 考 

天然更新の対象樹種 コナラ、その他の高木性の在来種  

 
萌芽による更新

が可能な樹種 
同上 

 

  注）上記の樹種以外の樹種を植栽しようとする場合は、林業普及指導員又は市の林務              

担当部局とも相談の上、適切な樹種を選択する。 
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  （２） 天然更新の標準的な方法 

     ア 天然更新の標準的な方法 

      天然更新を行う際には、次に示す天然更新の対象樹種の期待成立本数に１０分の３を乗じ

た本数以上の本数を更新するものとし、必要に応じて天然更新補助作業を実施するものとす

る。 

 

      天然更新の対象樹種の期待成立本数 

樹 種 期待成立本数（本／ｈａ） 

天然更新の対象樹種全て １０，０００ 

 

      天然更新補助作業の標準的な方法 

区 分 標 準 的 な 方 法 

地表掻き起こし 
天然下種更新を行う際に、種子の発芽・生育を促すため林床植物を除去する

とともに、地表に堆積する落葉落枝を攪乱し表土（Ａ層）を露出させる。 

刈出し 
稚樹の生長を促すため、稚樹を被圧するササ等の下層植生を刈り払う。ササ

等の状況や立地条件に応じて全刈り、筋刈り、坪刈り等により行う。 

受光伐 
稚樹等の生育を促すため、林内の光環境の改善を目的とした上層木の伐採や

枝払い等を行う。 

植込み 

稚樹等の立木密度が低い場合や部分的に空間が生じた場合で、更新の完了が

困難と認められる箇所に補助的に植栽する。気象・土壌条件や植栽する苗木

の特性に応じて適切な時期に行う。 

芽掻き 
萌芽更新を行う際に、一つの株から多数発生した萌芽のうち、余分なものを

摘み取る。 

 

     イ その他の天然更新の方法 

      天然更新の完了に関しては、保安林等で天然更新完了について別に定めがあるものを除き、

次の①、②を満たしている場合を更新が完了した状態とする。 

     ① 天然更新の対象樹種のうち、樹高が２ｍ（※周辺の草丈（対象樹種の生存、生長を阻害

する競合植物（ササ、低木、シダ類、高茎草本等）の高さ）以上のものがｈａ当たり３，

０００本以上の密度で生育している状態であること。 

     ② ①の状態を満たす場合であっても、獣害により健全な生育が期待できないおそれがある

場合には、適切な防除方策を実施していること。 

       なお、上記の条件を満たすことが困難であると判断される場合には、天然更新補助作      

業又は、人工造林により確実に更新を図るものとする。 

 

  （３） 伐採跡地の天然更新をすべき期間 

     伐採跡地の天然更新をすべき期間は、当該伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日  

から起算して５年以内とする。 
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  ３ 植栽によらなければ適確な更新が困難な森林に関する事項 

（１） 植栽によらなければ適確な更新が困難な森林の基準 

現況が針葉樹人工林であり、母樹となり得る高木性の広葉樹林が更新対象地の斜面上方や周

囲 100ｍ以内に存在せず、林床にも更新樹種が存在しない森林とする。 

 

  ４ 森林法第 10条の９第４項の規定に基づく伐採の中止又は造林をすべき旨の命令の基準 

   森林法第 10条の９第４項の規定に基づく伐採の中止又は造林をすべき旨の命令の基準については、

次のとおり定める。 

  （１） 造林の対象樹種 

     ア 人工造林の場合 

      １の（１）による。 

     イ 天然更新の場合 

      ２の（１）による。 

 

  （２） 生育し得る最大の立木の本数として想定される本数 

     天然更新の対象種の立木が５年生時点で、１ｈａあたり１０，０００本とする。 

 

  ５ その他必要な事項 

   なし 

 

第３ 間伐を実施すべき標準的な林齢、間伐及び保育の標準的な方法その他間伐及び保育の基準 

  １ 間伐を実施すべき標準的な林齢及び間伐の標準的な方法 

   単層林施業及び巨木林施業における間伐を実施すべき標準的な方法は、次に示す実施林齢及び回

数を基本とし、現地の自然条件、社会的条件等を踏まえ、林朴の競合状態等に応じた間伐の開始時

期、繰り返し期間、間伐率、間伐材の選定方法を定め実施する。 

   また、施業の省力化・効率化の観点から、地質等に配慮しながら、列状間伐の導入も検討する。 

   

  （１） 間伐を実施すべき標準的な林齢  

 

樹種 

間伐実施齢級・回数 備考 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ ⅩⅠ ⅩⅡ ⅩⅢ…ⅩⅨ ⅩⅩ  

 

スギ 

              短伐期 

              長伐期 

              巨木林 

 

ヒノキ 

              短伐期 

              長伐期 

              巨木林 

 注）齢級とは、林齢を５年ごとに括ったもので、ローマ数字で標記する。 

 

３回 

５回 

７回 

３回 

５回 

６回 
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  （２） 間伐の標準的な方法 

 

樹種 

植栽本数 

（本／ｈａ） 

間伐を実施すべき標準的な林齢  

標準的な方法 

備

考 第１回 第２回 第３回 第４回 第５回 

スギ 

 

 

２，５００～

３，５００ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１５年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２２年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３０年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４２年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５５年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 開始時期 

 樹冠がうっ閉し主林木

相互間に競争が生じ始め

た時期とする。 

② 間伐率 

 各回とも 20～30％の率

で林分により調整し、実施

する。 

③ 間伐木の選定 

 均一な林分が構成され

るよう配慮して行う。 

④ 回数 

 植栽本数・生産目標等に

より、時期・回数・間伐率

を調整する。 

 

ヒノキ ２，５００～

３，５００ 

１８年 ２５年 ３５年 ４７年 ６０年 スギの①～④に準ずる。  

 

  （３） 標準的な間伐の間隔 

樹 種 標準伐期齢未満 標準伐期齢以上 

ス ギ ８年 １３年 

ヒノキ ９年 １３年 

 

  ２ 保育の種類別の標準的な方法 

   単層林及び巨木林における保育の標準的な方法は、次に示す実施齢級及び回数を基本とするが、

現地の自然条件、社会的条件を踏まえた、時期、回数、作業方法により実施する。特に下刈りにつ

いては、作業の省力化・効率化にも配慮すること。 
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  （１） 保育を実施すべき標準的な林齢 

保

育

の

種

類 

 

樹種 

 

 

保育実施齢級・回数 

 

備考 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ ⅩⅠ ⅩⅡ ⅩⅢ  

下

刈 

スギ               

ヒノキ               

つ

る

切 

スギ               

ヒノキ               

除

伐 

スギ               

ヒノキ               

枝

打 

スギ 

             短伐期 

                       長伐期 

  巨木林 

 

ヒノキ 

             短伐期 

             長伐期 

          巨木林 

注）齢級とは、林齢を５年ごとに括ったもので、ローマ数字で標記する。 

 

  （２） 保育を実施すべき標準的な方法 

保

育

の

種

類 

 

樹 種 

実施すべき標準的な林齢  

標  準  的  な  方  法 初回 ２回 ３回 

下 

刈 

 

 

スギ 

ヒノキ 

 

 

７年生までに年１回（雑草

木の状態によっては２年

目、３年目には２回刈りを

行う） 

 

下刈は、造林木が雑草木より抜き出るまでに行い、その回

数は、植栽した年から７年間に７～９回とする。 

下刈の時期は、造林木が雑草木により被圧される前で年１

回の場合は、７月頃、年２回の場合は６月と８月に行う。 

必要に応じてつる切りを併せて行う。 

除 

伐 

スギ 10年    除伐は、下刈終了後造林木が閉鎖状態になった時に、造林

木の生育に支障となるかん木類やつる類を除去する。また、

あわせて造林木で成木の見込みのない不良木を除去する。 ヒノキ 10年   

枝 

打 

 

スギ ９年 13年 17年 枝打は、最下枝の直径が７～８cmになった時に実施する。

枝打は丁寧に幹を傷つけないよう、また、枯れ枝を残さない

ように仕上げる。 
ヒノキ 11年 15年 19年 

７～９回 

７～９回 

１～２回 

１～２回 

１回 

１回 

３～４回 

４回以降必要に応じて実施 

３～４回 

４回以降必要に応じて実施 
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  ３ その他の間伐及び保育の基準 

  （１） 間伐 

     林道の整備の遅れにより間伐が十分に実施されていない二子山地区の人工林については、  

風害に留意し、間伐の繰り返し期間を５年程度として、５～８％の間伐率（林積）による間伐

を実施することとする。 

     なお、施業にあたっては、森林の生物多様性の保全の観点から、野生生物の営巣、餌場、隠

れ場として重要な空洞木や枯損木及び目的樹種以外の樹種であっても目的樹種の成長を妨げな

いものについては保残に努めるものとする。 

 

  （２） 下刈 

     雑草木の繁茂が著しく材木の成長が遅い森戸川上流の地区については、標準的な方法に示す

林齢を超える森林についても、必要に応じ、造林木の高さが雑草木のおおむね１．５倍程度に

なるまで追加して行うこと。 

   

  （３） つる切り 

     つる類の繁茂の著しい、沢沿いの箇所については、必要に応じ、２～３年に１回、立木の生

息に支障をきたさないよう実施すること。 

 

  ４ その他必要な事項 

   森林法第１０条の１０第２項に基づき、間伐又は保育が適正に実施されていない森林であっ    

てこれらを早急に実施する必要のあるもの（以下、「要間伐森林」という。）について、要間伐森林

である旨並びに当該要間伐森林について実施すべき間伐又は保育の方法及び時期を森林所有者に対

して通知を行うものとする。 

 

第４ 公益的機能別施業森林等の整備に関する事項 

  １ 公益的機能別施業森林の区域及び当該区域内における施業の方法 

  （１） 水源かん養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林 

     ア 区域の設定 

      別表１により定める。 

     イ 森林施業の方法 

      以下の伐期齢下限に従った森林施業を推進すべき森林の区域を別表２により定める。 

 

    森林の伐期齢の下限 

 

区 域 

樹 種 

スギ ヒノキ マツ類 その他 

針葉樹 

クヌギ 

コナラ 

その他 

広葉樹 

本市全域 ５０年 ５５年 ４５年 ６０年 ２０年 ３０年 
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  （２） 土地に関する災害の防止及び土壌の保全機能、快適な環境の形成の機能又は保健文化

機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林その他水源かん養機能維持増進

森林以外の森林 

     ア 区域の設定 

      次の①から③までに掲げる森林の区域を別表１により定める。 

      ① 土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能の維持増進を図るための森林施業を推

進すべき森林 

      ② 快適な環境の形成の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林 

      ③ 保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林 

      ④ その他の公益的機能の維持増進を図るための森林士業を推進すべき森林 

 

     イ 森林施業の方法 

      アの①から④までに掲げる森林の区域のうち、公益的機能の維持増進を図るため、以下の

伐期齢の下限に従った森林施業、又はその他の森林施業を推進すべき森林の区域を、当該推

進すべき森林施業の方法ごとに別表２により定める。 

 

    長伐期施業を推進すべき森林の伐期齢の下限 

 

区 域 

樹 種 

スギ ヒノキ マツ類 その他 

針葉樹 

クヌギ 

コナラ 

その他 

広葉樹 

本市全域 ８０年 ９０年 ７０年 １００年 ２０年 ４０年 

 

 ２ 木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域及び当該区域内

における施業の方法 

  （１） 区域の設定 

     当該森林の区域は次の基準を踏まえ、別表１のとおり定めるものとする。 

      

  （２） 施業の方法 

     別表２により定める。特に効率的な施業が可能な森林の区域のうち、人工林については、原

則として、皆伐後には植栽による更新を行う。 
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【別表１】 

区 分 森林の区域 面積（ha） 

水源のかん養の機能の維持増進を図るための森林施

業を推進すべき森林 

該当なし  

 

土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能の維

持増進を図るための森林施業を推進すべき森林 

該当なし 

 

 

 

快適な環境の形成の機能の維持増進を図るための森

林施業を推進すべき森林 

該当なし 

 

 

 

保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推

進すべき森林 

本市全域 ４９８ 

その他公益的機能の維持増進を図るための森林施業

を推進すべき森林 

該当なし  

木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を

推進すべき森林 

該当なし  

   木材の生産機能の維持増進を図るための森林施

業を推進すべき森林のうち、特に効率的な施業が

可能な森林 

該当なし  

 

【別表２】 

施業の方法 森林の区域 面積（ha） 

伐期の延長を推進すべき森林 該当なし  

長伐期施業を推進すべき森林 本市全域 ４９８ 

複
層
林
施
業
を 

推
進
す
べ
き
森
林 

複層林施業を推進すべき森林（択伐による

ものを除く） 

該当なし  

択伐による複層林施業を推進すべき森林 該当なし  

特定広葉樹の育成を行う森林施業を推進すべき森林 該当なし  

 

  ３ その他必要な事項 

   なし 
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第５ 委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施の促進に関する事項 

  １ 森林の経営の受委託等による森林の経営の規模の拡大に関する方針 

   本市の森林所有者の大部分は小規模所有者であり、林業の低迷、従事者の高齢化の進む現在にお

いて、林業での経営を維持することが非常に困難となっていることから、森林の経営の受委託等に

よる経営規模の拡大を図るものとする。 

 

 ２ 森林の経営の受委託等による森林の経営の規模の拡大を促進するための方策 

   森林の保育等各種事業の受委託の拡大を図りつつ、地域一体となった施業への参加を呼びかけて

いく。 

 

３ 森林の経営の受委託等を実施する上で留意すべき事項 

   森林の施業又は経営の受託等を実施する場合は、多彩な森林づくりや高度な技術を要する森林施

業に対応するため、技術の水準の向上を推進し、雇用管理の改善や経営の合理化を留意して実施す

るものとする。 

 

  ４ その他必要な事項 

   なし 

 

第６ 森林施業の共同化の促進に関する事項 

  １ 森林施業の共同化の促進に関する方針 

   放置されている森林の保育や管理を促進するため、施業の共同化を図るものとする。 

 

  ２ 施業実施協定の締結その他森林施業の共同化の促進方策 

   市で管理している情報や地域の人的ネットワークを生かし、森林所有者の合意形成を図るための

場の提供と森林所有者相互の意見調整を図るものとする。 

 

  ３ 共同して森林施業を実施する上で留意すべき事項 

   森林所有者等が共同で森林施業を実施する場合には、年次別の実施計画に基づき、施業は可能な

限り共同で行うか、林業事業体等への共同委託により行い、代表者等により進行管理を行うよう、

留意して実施するものとする。 

 

  ４ 森林経営管理制度の活用に関する事項 

   なし 

  

  ５ その他必要な事項 

   なし 
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第７ 作業路網その他森林の整備のために必要な施設の整備に関する事項 

   なし 

 

第８ その他必要な事項 

１ 林業に従事する者の養成及び確保に関する事項 

   森林所有者に対し、森林及び林業の社会的意義や役割、魅力等についての普及啓発に努めるとと

もに、県や関係団体等が行う講習会等を通じて森林管理の技術の普及に努める。 

 

  ２ 森林施業の合理化を図るために必要な機械の導入の促進に関する事項 

   なし 

 

  ３ 林産物の利用の促進のために必要な施設の整備に関する事項 

   なし 

 

  ４ その他必要な事項 

   なし 

 

Ⅲ 森林の保護に関する事項 

第１ 鳥獣害の防止に関する事項 

１ 鳥獣害防止森林区域及び当該区域内における鳥獣害の防止の方法 

（１） 区域の設定 

    該当無し 

 

第２ 森林病害虫の駆除及び予防、火災の予防その他の森林の保護に関する事項 

  １ 森林病害虫の駆除及び予防の方法 

  （１） 森林病害虫の駆除及び予防の方針及び方法 

     松くい虫の防除対策については、保安林、その他制限林の指定を受けた松林など、将来にわ

たり保全すべき貴重な松林において、集中的かつ継続的な防除策を実施する。 

     また、ナラ枯れ被害については全量の駆除等が困難なことから、倒木した場合に危険な被害

木や景観面や歴史的、文化的価値のある樹木の保全を優先して対策を行う。 

     なお、森林病害虫等のまん延のため緊急に伐倒駆除する必要が生じた場合等については、伐

採の促進に関する指導等を行う。 

 

（２） その他 

     なし 

 

  ２ 鳥獣害対策の方法（第１に掲げる事項を除く。） 

   野生動物との共生を考慮し、その行動範囲に配慮した樹木保護対策に努める。 
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  ３ 林野火災の予防の方法 

   標識・看板等の設置による山火事予防の意識の高揚・啓発、市の広報を活用した普及啓発など、

森林火災の未然防止を基本にした対策を推進する。 

 

  ４ 森林病害虫の駆除等のために火入れを実施する場合の留意事項 

   該当なし 

 

  ５ その他必要な事項 

  （１） 病害虫の被害を受けている等の理由により伐採を促進すべき林分 

     該当なし 

 

（２） その他 

     なし 

 

Ⅳ 森林の保健機能の増進に関する事項 

 該当なし 

 

Ⅴ その他森林の整備のために必要な事項 

 １ 森林経営計画の作成に関する事項 

  森林経営計画を作成するに当たり、次に掲げる事項について適切に計画すべき旨を定めるものとす

る。 

（１） Ⅱの第２の３の植栽によらなければ適確な更新が困難な森林における主伐後の植栽 

 （２） Ⅱの第４の公益的機能別施業森林の施業方法 

 

 （３） Ⅱの第５の３の森林の施業又は経営の受託等を実施する上で留意すべき事項及びⅡの第

６の３の共同して森林施業を実施する上で留意すべき事項 

 （４） Ⅲの森林病害虫の駆除又は予防その他森林の保護に関する事項 

 

 ２ 生活環境の整備に関する事項 

  該当なし 

 

３ 森林整備を通じた地域振興に関する事項 

  地域の自然を保全・活用しようとする機運の高まりに応え、市民の組織する団体が行うボランティ

アによる森林の整備や自然観察会、清掃等の様々な活動に対し、まちづくり政策の一環として支援し、

地域の活性化を図る。 
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 ４ 森林の総合利用の推進に関する事項 

  市内の緑地を活用して、野外教育や環境教育の場として、また、健康づくりやいきがいづくり、癒

し・安らぎの場として、多くの市民から森林の利用への期待が高まっている。こうした要請に応える

ため、森林の変化に対応した里山としての利用の方策を市民や地域住民と共に検討し、地域のニーズ

に応じたいきいきとした交流の場や自然学習、自然体験の場の創出、活用に努める。 

 

 ５ 住民参加による森林整備に関する事項 

 （１） 地域住民参加による取り組みに関する事項 

    市内の緑地を、市民や地域住民の参加による緑地アダプト（里親）制度により緑地の維持、保

全に努める。 

    野外教育や環境教育の場、健康づくりやいきがいづくりの場、芸術や文化の場として、多くの

市民から森林の利用への期待が高まっている。こうした要請に応え、森林と人との共生林では、

森林の保全に関して県・市・森林所有者等の合意形成の場を提供し、連携した森林の利用・整備

を促進する。 

 

 （２） 上下流連携による取り組みに関する事項 

   該当なし 

 

 （３） その他 

    なし 

 

 ６ その他必要な事項 

  保安林その他法令により施業について制限を受けている森林においては、当該制限に従った森林施

業方法を踏まえた上で、森林施業の円滑な実行確保を図るため、県等の行政機関との連携をより密に

し、普及啓発、経営意欲の向上に努めることとする。 
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